
通所系サービス事業所における事業所規模に関するQ&A

平成18年4月改定関係Ｑ＆Ａ vol.1（平成18年3月22日）

問46
　事業所規模別の報酬に関する利用者数の計算に当たり、新規に要介護認定を申請中の者
が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は含まれるのか。

(答)
　いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている者は、平均利用延人員数の計
算に当たって含めない取扱いとする。

平成21年4月改定関係Ｑ＆Ａ Vol.1（平成21年3月23日）

問52
　同一事業所で２単位以上の通所介護を提供する場合、規模別報酬の算定は単位毎か、す
べての単位を合算するのか。

(答) 　実績規模別の報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行う。

問53
　事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェック
しないのか。

(答)
　事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないた
め、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。

平成27年4月改定関係Ｑ＆Ａ Vol.1（平成27年4月1日）

問51
  指定通所介護と第一号通所事業（緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ））
を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者
数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。

１）指定通所介護と第一号通所事業（緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ)を
一体的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数に
は、第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスＡ))の利用者数は含め
ず、指定通所介護事業所の利用定員の利用者数にも含めない。

２）指定通所介護と第一号通所事業(現行の介護予防通所介護に相当するサービス)を一体
的に行う場合は、指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数に第一
号通所事業（現行の介護予防通所介護に相当するサービス）の利用者数を含めて計算し、
指定通所介護事業所の利用定員の利用者数に含めることになる。

(答)


